
目

次

告

示

○
自
衛
官
候
補
生
（
男
子
）
の
募
集
期
間
、
採
用
試
験
の
期
日
等
及
び

応
募
資
格
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
市
町
村
課
）
…
一

○
青
少
年
の
健
全
な
育
成
を
阻
害
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る

図
書
類
の
指
定
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
青
少
年
・

男
女
共
同

参

画

課
）
…
一

○
生
活
保
護
法
に
よ
る
介
護
機
関
の
指
定
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
健
康
福
祉

政

策

課
）
…
二

○
右

同
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（

同

）
…
二

○
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中

国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
に

よ
る
介
護
機
関
の
指
定
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（

同

）
…
二

○
右

同
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（

同

）
…
三

○
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
の
指
定
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
障
害
福
祉
課
）
…
三

○
地
方
卸
売
市
場
に
係
る
変
更
の
認
定
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
総
合
販
売

戦

略

課
）
…
三

○
公
共
測
量
の
終
了
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
監

理

課
）
…
三

出
先
機
関

○
土
地
改
良
区
の
定
款
変
更
の
認
可
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
三
八
地
域

県

民

局
）
…
四

告

示

青
森
県
告
示
第
一
号

陸
上
自
衛
隊
の
自
衛
官
候
補
生
（
男
子
）
の
募
集
期
間
、
採
用
試
験
の
期
日
等
及
び
応
募
資
格
を

次
の
と
お
り
定
め
た
の
で
、
自
衛
隊
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
九
年
政
令
第
百
七
十
九
号
）
第
百
十
四

条
及
び
第
百
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

令
和
三
年
一
月
四
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

募
集
期
間
及
び
採
用
試
験
の
期
日
等

募
集
期
間

令
和
三
年
一
月
四
日
か
ら
同
月
二
十
五
日
ま
で

試
験
期
日

開
始
時
刻

試

験

場

位

置

名

称

筆
記
試
験
及
び

適
性
検
査
（
Ｗ

Ｅ
Ｂ
試
験
方

式
）
令
和
三
年
二
月

一
日
（
月
）
か

ら
同
月
三
日

（
水
）

（
任
意
の
一
日
）

予
備
日

令
和
三
年
二
月

四
日
（
木
）

口
述
試
験
及
び

身
体
検
査

令
和
三
年
二
月

六
日
（
土
）

受
付
後
に

通
知

（
口
述
試
験
及
び
身
体
検
査
の
み
）

青
森
市
大
字
浪
館
字
近
野
四
五

八
戸
市
大
字
市
川
町
字
桔

野
官
地

陸
上
自
衛
隊
青
森
駐

屯
地

陸
上
自
衛
隊
八
戸
駐

屯
地

二

応
募
資
格

十
八
歳
以
上
三
十
三
歳
未
満
の
者
（
三
十
二
歳
の
者
に
あ
っ
て
は
、
採
用
予
定
月
の
一
日
か
ら

起
算
し
て
三
月
に
達
す
る
日
の
翌
月
の
末
日
現
在
、
三
十
三
歳
に
達
し
て
い
な
い
者
に
限
る
。
）

青
森
県
告
示
第
二
号

青
森
県
青
少
年
健
全
育
成
条
例
（
昭
和
五
十
四
年
十
二
月
青
森
県
条
例
第
三
十
四
号
）
第
十
二
条

青
森
県
報
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第
二
百
五
十
三
号

令
和
三
年一

月
四
日

（
月
曜
日
）



第
一
項
各
号
に
該
当
す
る
図
書
類
を
次
の
と
お
り
指
定
す
る
。

令
和
三
年
一
月
四
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

指
定
番
号

種
別

名

称

発
行
者
（
製

作
者
）
名

該
当
条
項

一三二〇一
書
籍

特
ダ
ネ
Ｔ
Ａ
Ｂ
Ｏ
Ｏ
！
（
二
九
）

秋
の
エ
ロ
ス
＆
お
宝
収
穫
祭

Ｉ
Ｓ
Ｂ
Ｎ
九
七
八
―
四
―
八
九
二
一
二

―
六
〇
二
―
四

株
式
会
社
イ
ン

テ
ル
フ
ィ
ン

第
十
二
条
第
一

項
第
一
号

一三二〇二

臨
時
増
刊
ラ
ヴ
ァ
ー
ズ
Ｖ
Ｏ
Ｌ
一
六

Ｉ
Ｓ
Ｂ
Ｎ
九
七
八
―
四
―
八
一
三
〇
―

二
九
六
二
―
五

株
式
会
社
大
洋

図
書

一三二〇三

お
ね
チ
ャ
。
①

Ｉ
Ｓ
Ｂ
Ｎ
九
七
八
―
四
―
五
三
七
―

一
三
九
九
五
―
二

株
式
会
社
日
本

文
芸
社

一三二〇四

恋
愛
白
書
パ
ス
テ
ル二
〇
二
一
年
一
月
号

雑
誌
一
九
六
二
五
―
〇
一

株
式
会
社
宙
出

版

青
森
県
告
示
第
三
号

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
五
十
四
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
、
介
護
扶
助
の
た
め
の
居
宅
介
護
を
担
当
さ
せ
る
機
関
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
の
で
、
同
法
第

五
十
五
条
の
三
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

令
和
三
年
一
月
四
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

居
宅
介
護
事
業
者

居
宅
介
護

事
業
の
種

類

居
宅
介
護
事
業
所

指

定

年
月
日

名

称
主
た
る
事
務
所

の
所
在
地

名

称
所

在

地

イ
オ
ン
リ
テ
ー

ル
株
式
会
社

千
葉
県
千
葉
市

美
浜
区
中
瀬
一

丁
目
五
の
一

居
宅
療
養

管
理
指
導
イ
オ
ン
薬
局
下

田
店

上
北
郡
お
い
ら

せ
町
中
野
平
四

〇
の
一

令
和二･一二･
一

青
森
県
告
示
第
四
号

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
五
十
四
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
、
介
護
扶
助
の
た
め
の
介
護
予
防
を
担
当
さ
せ
る
機
関
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
の
で
、
同
法
第

五
十
五
条
の
三
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

令
和
三
年
一
月
四
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

介
護
予
防
事
業
者

介
護
予
防

事
業
の
種

類

介
護
予
防
事
業
所

指

定

年
月
日

名

称
主
た
る
事
務
所

の
所
在
地

名

称
所

在

地

イ
オ
ン
リ
テ
ー

ル
株
式
会
社

千
葉
県
千
葉
市

美
浜
区
中
瀬
一

丁
目
五
の
一

介
護
予
防

居
宅
療
養

管
理
指
導
イ
オ
ン
薬
局
下

田
店

上
北
郡
お
い
ら

せ
町
中
野
平
四

〇
の
一

令
和二･一二･
一

青
森
県
告
示
第
五
号

中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配

偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
（
平
成
六
年
法
律
第
三
十
号
）
第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ

の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
。
以
下
「
例
に
よ

る
生
活
保
護
法
」
と
い
う
。
）
第
五
十
四
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
介
護
支
援
給
付
の
た
め

の
居
宅
介
護
を
担
当
さ
せ
る
機
関
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
の
で
、
例
に
よ
る
生
活
保
護
法
第
五
十

五
条
の
三
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

令
和
三
年
一
月
四
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

居
宅
介
護
事
業
者

居
宅
介
護

事
業
の
種

類

居
宅
介
護
事
業
所

指

定

年
月
日

名

称
主
た
る
事
務
所

の
所
在
地

名

称
所

在

地
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イ
オ
ン
リ
テ
ー

ル
株
式
会
社

千
葉
県
千
葉
市

美
浜
区
中
瀬
一

丁
目
五
の
一

居
宅
療
養

管
理
指
導
イ
オ
ン
薬
局
下

田
店

上
北
郡
お
い
ら

せ
町
中
野
平
四

〇
の
一

令
和二･一二･
一

青
森
県
告
示
第
六
号

中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配

偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
（
平
成
六
年
法
律
第
三
十
号
）
第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ

の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
。
以
下
「
例
に
よ

る
生
活
保
護
法
」
と
い
う
。
）
第
五
十
四
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
介
護
支
援
給
付
の
た
め

の
介
護
予
防
を
担
当
さ
せ
る
機
関
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
の
で
、
例
に
よ
る
生
活
保
護
法
第
五
十

五
条
の
三
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

令
和
三
年
一
月
四
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

介
護
予
防
事
業
者

介
護
予
防

事
業
の
種

類

介
護
予
防
事
業
所

指

定

年
月
日

名

称
主
た
る
事
務
所

の
所
在
地

名

称
所

在

地

イ
オ
ン
リ
テ
ー

ル
株
式
会
社

千
葉
県
千
葉
市

美
浜
区
中
瀬
一

丁
目
五
の
一

介
護
予
防

居
宅
療
養

管
理
指
導
イ
オ
ン
薬
局
下

田
店

上
北
郡
お
い
ら

せ
町
中
野
平
四

〇
の
一

令
和二･一二･
一

青
森
県
告
示
第
七
号

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第

百
二
十
三
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
を
行

う
者
を
指
定
し
た
の
で
、
同
法
第
五
十
一
条
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

令
和
三
年
一
月
四
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス

事

業

者

障
害
福
祉

サ
ー
ビ
ス

の
種
類

障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
を
行
う

事

業

所

指

定

年
月
日

名

称
主
た
る
事
務
所
の

所

在

地

名

称
所

在

地

株
式
会
社

ト
ー
ワ
サ

ポ
ー
ト

十
和
田
市
大
字
三

本
木
字
野
崎
一
の

三

就
労
継
続

支
援
Ａ
型
情
熱

十
和
田
市
大
字
三

本
木
字
野
崎
一
の

三

令
和三･
一･
一

株
式
会
社
絵

夢
プ
ラ
ン
ニ

ン
グ

三
戸
郡
南
部
町
大

字
大
向
字
小
波
田

四
七
の
二

居
宅
介
護
ヘ
ル
パ
ー
ス

テ
ー
シ
ョ
ン

想
い

三
戸
郡
南
部
町
大

字
大
向
字
小
波
田

四
七
の
二

〃

株
式
会
社
絵

夢
プ
ラ
ン
ニ

ン
グ

三
戸
郡
南
部
町
大

字
大
向
字
小
波
田

四
七
の
二

重
度
訪
問

介
護

ヘ
ル
パ
ー
ス

テ
ー
シ
ョ
ン

想
い

三
戸
郡
南
部
町
大

字
大
向
字
小
波
田

四
七
の
二

〃

青
森
県
告
示
第
八
号

卸
売
市
場
法
（
昭
和
四
十
六
年
法
律
第
三
十
五
号
）
第
十
四
条
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る

同
法
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
地
方
卸
売
市
場
に
係
る
変
更
の
認
定
を
し
た
の

で
、
同
法
第
十
四
条
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
同
法
第
六
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同

法
第
十
三
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

令
和
三
年
一
月
四
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

開

設

者

地

方

卸

売

市

場

変

更

認
定
年
月
日

名

称

住

所

名

称

位

置

取
扱
品
目

南
部
町

三
戸
郡
南
部

町
大
字
苫
米

地
字
下
宿
二

三
の
一

南
部
町
営

地
方
卸
売

市
場

三
戸
郡
南
部

町
大
字
大
向

字
中
居
構
一

の
一
一

野
菜
・
果
物
及

び
こ
れ
ら
の
加

工
品
花
き
・
種
苗
及

び
こ
れ
に
関
す

る
資
材

令
和
二･一一･二〇

青
森
県
告
示
第
九
号

測
量
計
画
機
関
の
長
か
ら
、
次
の
と
お
り
公
共
測
量
を
実
施
し
た
旨
の
通
知
が
あ
っ
た
の
で
、
測
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量
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
）
第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
四
条
第

三
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

令
和
三
年
一
月
四
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

測
量
計
画
機
関

八
戸
市

二

測
量
の
種
類

公
共
測
量
（
二
級
基
準
点
測
量
作
業
）

三

測
量
の
期
間

令
和
二
年
九
月
十
五
日
か
ら
同
年
十
二
月
八
日
ま
で

四

測
量
の
地
域

八
戸
市
大
字
白
銀
町
地
内

二
級
基
準
点
一
点

出

先

機

関

土
地
改
良
区
の
定
款
変
更
の
認
可

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
三
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
中
市

筒
口
土
地
改
良
区
の
定
款
の
変
更
を
令
和
二
年
十
二
月
十
八
日
認
可
し
た
の
で
、
同
条
第
三
項
の
規

定
に
よ
り
公
告
す
る
。

令
和
三
年
一
月
四
日

三
八
地
域
県
民
局
長

堀

義

明
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(発
行
所
・
発
行
人
）

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
番
一
号

青

森

県

(印
刷
所
・
販
売
人
）

青
森
市
第
二
問
屋
町
三
丁
目
一
番
七
七
号

東
奥
印
刷
株
式
会
社

毎
週
月
・
水
・
金
曜
日
発
行

定
価

小
口
一
枚
ニ
付
十
五
円


